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木
の
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の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
薄
月
一
九
の
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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｢

次
の
図｣
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び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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金
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指
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一
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る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
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成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
が
る
縄
文
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

野
呂

隆
昌

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
千
代
町
五
六
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
縄
文
文
化
に
関
心
の
あ
る
方
々
に
、
つ
が
る
地
域
の
縄
文
遺
跡
等
に
関
す
る
情

報
を
発
信
す
る
と
同
時
に
体
験
活
動
を
と
お
し
て
縄
文
文
化
理
解
の
深
化
を
図
る
。
ま
た
、
縄
文

遺
跡
の
情
報
網
の
構
築
と
交
流
活
動
の
活
発
化
に
よ
り
縄
文
遺
跡
群
の
世
界
遺
産
登
録
を
目
指
し
、

併
せ
て
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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